
1

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
概
要

基
本
方
針

主
務
大
臣
（
事
業
所
管
大
臣
等
）
は
、
資
源
の
使
用

の
合
理
化
、
再
生
資
源
・
再
生
部
品
の
利
用
の
総
合

的
推
進
を
図
る
た
め
の
方
針
を
策
定
・
公
表

事
業
所
管
大
臣
等
：

経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣

財
務
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
環
境
大
臣

「
再
生
資
源
」
と
は
：

使
用
済
み
の
物
品
又
は
工
場
等
で
発
生
す
る
副
産
物
の
う
ち

有
用
な
も
の
で
原
材
料
と
し
て
利
用
で
き
る
も
の

「
再
生
部
品
」
と
は
：

使
用
済
み
の
物
品
の
う
ち
有
用
な
も
の
で
部
品
そ
の
他
製
品
の

一
部
と
し
て
利
用
で
き
る
も
の

関
係

者
の

責
務

国
・
地
方
公
共
団
体

消
費

者
事

業
者

・
使
用
済
物
品
及
び
副
産
物
の
発
生
抑
制
の
た
め
の
原
材
料
の
使
用
の
合
理
化

・
再
生
資
源
・
再
生
部
品
の
利
用

・
使
用
済
み
の
物
品
、
副
産
物
の
再
生
資
源
・
再
生
部
品
と
し
て
の
利
用
の
促
進

・
製
品
の
長
期
間
使
用

・
再
生
資
源
を
用
い
た
製
品
の
利
用
・
分
別
回
収
へ
の
協
力
な
ど
再
生
資
源
の
利
用
等
の
促
進

・
国
・
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
者
の
実
施
す
る
措
置
へ
の
協
力
等

・
資
金
の
確
保
等
の
措
置

・
物
品
調
達
に
お
け
る
再
生
資
源
の
利
用
等
の
促
進

・
科
学
技
術
の
振
興

・
国
民
の
理
解
を
深
め
る
努
力
等

指
定
再
利
用
促
進
製
品
の

政
令
指
定
（
※
４
）

指
定
表
示
製
品
の
政
令
指

定
（
※
５
）

特
定
省
資
源
業
種
の
政
令
指
定

（
※
１
）

指
定
再
資
源
化
製
品
の
政
令
指
定
（
※

６
）

・
再
生
資
源
の
原
材
料
と
し
て
の
利

用
を
促
進
す
る
措
置

・
再
生
部
品
の
利
用
を
促
進
す
る
措

置

・
原
材
料
と
し
て
の
利
用
を
促
進
す
べ

き
製
品
に
関
す
る
措
置

・
再
生
部
品
の
利
用
を
促
進
す
べ
き

製
品
に
関
す
る
措
置

分
別
回
収
の
た
め
の
表
示

に
関
す
る
措
置

副
産
物
の
発
生
抑
制
・
再
生
資
源

の
利
用
を
促
進
す
る
措
置

使
用
済
み
製
品
の
回
収
・
再
資
源
化
を

促
進
す
る
措
置

主
務
大
臣
に
よ
る
事
業
者
の
判
断
基

準
の
策
定
（
指
定
業
種
ご
と
）

主
務
大
臣
に
よ
る
事
業
者
の
判

断
基
準
の
策
定
（
指
定
製
品
ご

と
）

主
務
大
臣
に
よ
る
表
示
の

標
準
の
策
定
（
指
定
製
品

ご
と
）

主
務
大
臣
に
よ
る
事
業
者
の
判
断
基

準
の
策
定
（
指
定
業
種
ご
と
）

主
務
大
臣
に
よ
る
事
業

者
の
判
断
基
準
の
策
定

（
指
定
製
品
ご
と
）

指
導
・
助
言

公
表

命
令

発
生
抑
制
・
再
生
資
源
の
利
用
に
関

す
る
中
長
期
計
画
の
提
出

勧
告

関
係
審
議

会
の
意
見

指
導
・
助
言

指
導
・
助
言

公
表

公
表

公
表

命
令

命
令

命
令

関
係
審
議
会
の

意
見

関
係
審
議
会

の
意
見

勧
告

（
対
象
；
政
令
で
定
め
る
一
定

規
模
以
上
の
事
業
者
）

勧
告

（
対
象
；
政
令
で
定
め
る
一
定

規
模
以
上
の
事
業
者
）

勧
告

（
対
象
；
政
令
で
定
め
る

一
定
規
模
以
上
の
事
業

者
）

勧
告

（
政

令
で
定
め
る
小
規
模
の

事
業
者
を
除
外
）

指
導
・
助
言

関
係
審
議

会
の
意
見

命
令

関
係
審
議
会
の

意
見

具
体
例

※
１

…
パ
ル
プ
・
紙
製
造
業
、
無
機
・
有
機
化
学
工
業
、
鉄
鋼
業
、
銅
第
一
次
製
錬
・
精
製
業
、
自
動
車
製
造
業

※
２

…
複
写
機
製
造
業
、
硬
質
塩
ビ
管
・
管
継
手
製
造
業
、
紙
製
造
業
、
ガ
ラ
ス
容
器
製
造
業
、
建
設
業

※
３

…
自
動
車
、
パ
ソ
コ
ン
、
家
電
、
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機
、
金
属
製
家
具
、
ガ
ス
・
石
油
機
器

※
４

…
※
３
に
加
え
、
浴
室
ユ
ニ
ッ
ト
、
複
写
機
、
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
、
二
次
電
池
使
用
機
器

回
収
・
再
生
資
源

化
の
認
定

・
廃
棄
物
処
理
法

に
お
け
る
配
慮

・
公
正
取
引
委
員

会
と
の
調
整

要
件
に
不
適
合
と

な
っ
た
場
合

認
定
取
消

※
５

…
ス
チ
ー
ル
缶
、
ア
ル
ミ
缶
、
Ｐ
Ｅ
Ｔ
ボ
ト
ル
、
二
次
電
池
、

紙
製
容
器
包
装
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
，
塩
ビ
製
建
設
資
材
等

※
６

…
パ
ソ
コ
ン
、
二
次
電
池

※
７

…
電
気
業
、
建
設
業

公
表

指
定
副
産
物
の
政
令
指

定
（
※
７
）

副
産
物
の
利
用
を
促
進
す

る
措
置

主
務
大
臣
に
よ
る
事
業
者
の
判
断

基
準
の
策
定
（
指
定
副
産
物
及
び

指
定
業
種
）

指
導
・
助
言

勧
告

（
対
象
；
政
令
で
定
め
る
一
定

規
模
以
上
の
事
業
者
）

公
表

命
令

関
係
審
議
会

の
意
見

特
定
再
利
用
業
種
の
政
令
指

定
（
※
２
）

指
定
省
資
源
化
製
品
の
政
令

指
定
（
※
３
）

製
品
の
省
資
源
化
、
長
寿
命
化

を
促
進
す
る
措
置

主
務
大
臣
に
よ
る
事
業
者
の
判
断
基

準
の
策
定
（
指
定
製
品
ご
と
）

命
令

関
係
審
議

会
の
意
見

指
導
・
助
言

勧
告

（
対

象
；
政
令
で
定
め
る
一
定
規

模
以
上
の
事
業
者
）

公
表
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